
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 阪神・淡路大震災の被災状況 ■ 

■ 埼玉県内の密集市街地 ■  



● はじめに 
埼玉県では、市街地での火災の危険性を低減するため、建物の不燃化を促進する「防火地域」及び「準

防火地域」の指定を推進しています。 
「自らの命は自ら守る（自助）」あるいは「自分たちのまちは自分たちで守る（共助）」ことの第一歩

として、火災に強いまちづくりに向けた地域指定を進めていきましょう。 
 
● 防火地域及び準防火地域とは？ 
 
 ■ 防火地域 ■ 
（１）どのような地域に指定するの？ 

都市の中心部で商業施設が建ち並び人通りや交通量が多い地域や災害時に緊急車両が通る幹線

道路沿いの地域などです。 
（２）防火地域では、どのような建物にするの？ 

小規模なものを除き、耐火建築物（※１）にします。 
 
 ■ 準防火地域 ■ 
（１）どのような地域に指定するの？ 

住宅などの建物が密集している地域です。 
（２）準防火地域では、どのような建物にするの？ 

全体的な防火性能を高め、延焼の抑制を図るため、地域内の建物は、規模に応じて、防火措置

した建築物（次ページ参照）、準耐火建築物（※２）、耐火建築物にします。 
 

防火・準防火地域指定のイメージ 
 

※１  耐火建築物 

（１）周囲に延焼せず、建物が倒壊してしまうほどの変形や損傷などが起きないような建物で、外壁の開口部の延焼の

恐れがある部分には、防火設備を設置します。 

（２）鉄筋コンクリート造や耐火被覆を施した鉄骨造などは耐火建築物です。 

※２  準耐火建築物 

（１）主要構造部を耐火建築物の構造に準じた耐火性能にしたもので、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分（次ペー

ジ参照）に、防火設備を設置します。 

（２）木造の建物でも、主要構造部を防火被覆する事により、準耐火建築物となります。 



防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 内 の 構 造 制 限 の 概 要 
種  別 防火地域 準防火地域（階数算定には地階を除く） 

 延べ面積 

階数  
100 ㎡以下 100 ㎡超 500 ㎡以下 

500 ㎡超 

1,500 ㎡以下 
1,500 ㎡超 

４階以上 

 

 

 

 

 

３  階   

 
耐火建築物 

又は 

準耐火建築物 

 

２階以下 

耐火建築物 

又は 

準耐火建築物 

 

防火措置した 

建築物 
  

※本表は、建築基準法第６１条及び６２条の主な内容です。 
注）建築基準法に定める技術的基準に 
適合する建物でも可能です。  

 
 
 
 
 
下図のような、木造２階建て住宅を建てる場合、あるいは、増改築する場合、屋根及び延焼の恐れ 
のある部分の開口部などについて、防火措置を講じる必要があります 

 
 
■ 建築物の各部分における防火措置 ■ 
（１）開口部（①窓、②換気扇、③玄関扉の開口部） 
①窓ガラスは網入りガラスにするなど防火戸にします。 

耐火建築物 耐火建築物 
（注） 

木 造 ２ 階 建 て の 住 宅 に お け る 防 火 措 置 の 例 



②換気扇の開口部はダンパー仕様（火災時に開口部をふさぐ構造となっているもの）にします。 
③玄関扉は鉄製または防火認定をうけたものを使用します。 

 
（２）屋根 

防火構造として認められている瓦、スレートまたは金属板などを使用します。 
     （最近の住宅は、こうした構造になっているものが大部分です。）  
 
（３）外壁及び軒裏 

防火構造として認められている燃えにくい材料（モルタルやタイル）による被覆、国土交通 
省で防火認定が取れているサイディングなどを使用します。 

     （最近の住宅は、こうした構造になっているものが大部分です。） 
 
 
● 指定後の効果は？ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．延焼による火災被害を軽減します 
２．避難の時間および経路を確保し、人的災害を軽減します 
３．消火活動の時間及び経路を確保し、火災被害を軽減します 

２～３時間で地区全体に延焼します  小 減災効果 大
３時間でも延焼の範囲が 

半分程度に収まります 


